
～令和４年５月１３日改正道路交通法施行～

第二種・中型・大型免許の受験資格が見直されました！

○ 経緯

全国的なドライバー不足を背景に、事前に受験資格特例教習を受けた方はこ

れまでの第二種免許等の受験資格が緩和されました。

○ 第二種免許等の受験資格見直しの概要

自動車教習所で実施する受験資格特例教習（時限数３６時間以上（経験年数

のみが満たない場合には時限数の短縮有り））を受けることにより、第二種・

中型・大型免許の受験資格（２１歳以上（中型は２０歳以上）、普通免許等経

験３年以上（中型は２年以上））が

１９歳以上、普通免許等歴１年以上
に短縮されました。

○ 受験資格特例教習を行う自動車教習所

改正道路交通法が施行される令和４年５月１３日から、県内で大型教習等を

実施している自動車教習所を中心に、受験資格特例教習を受けることができる

ようになりました。

実施している自動車教習所は次のとおりです。（令和４年１２月１２日現在）

※ 料金等は、各自動車教習所によって異なりますので、詳細については、直接

自動車教習所にお問い合わせください。



○ 取得後の安全対策について

「若年運転者期間」を設定し、２１歳（中型免許は２０歳）に達するまでの
間に基準に該当する違反行為（全ての免許種別による違反が対象）を行った場
合は若年運転者講習（２日間で９時限）を受けることになりました。

⇒ 受講しなかった場合及び受講後に再び基準に該当する違反行為を行

った場合は、受験資格特例教習を受けて取得した免許が取り消されま

す。

受験資格特例教習


